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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の足の指を収容する足指覆い部と、足底を覆う足底覆い部と、足甲を覆う足甲覆
い部と、前記足の踵部を覆うかかと覆い部と、足首を覆う足首覆い部とを一体に有するく
つ下であって、
　前記かかと覆い部は、
　前記足指覆い部から離れて形成されて前記くつ下を履いている状態で前記足の踵部を入
れるための第１かかと挿入部と、
　前記第１かかと挿入部に比べて前記足指覆い部寄りの位置に形成されて前記くつ下を履
いている状態で前記足の踵部を入れるための第２かかと挿入部と、
　を有していることを特徴とするくつ下。
【請求項２】
　前記足甲覆い部の編成の引張力は、前記足底覆い部の編成の引張力に比べて大きくなる
ように設定されていることを特徴とする請求項１に記載のくつ下。
【請求項３】
　前記第１かかと挿入部と前記第２かかと挿入部は、異なる色で表示されていることを特
徴とする請求項１または２に記載のくつ下。
【請求項４】
　前記第１かかと挿入部の厚みは、前記第２かかと挿入部の厚みに比べて薄くなっている
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のくつ下。
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【請求項５】
　前記足首覆い部よりも上部に設けた履き口部の近傍には、使用者の指を掛ける指掛け部
を有することを特徴とする請求項４に記載のくつ下。
【請求項６】
　前記指掛け部は、前記履き口部の上端開口付近であって、前記くつ下の前側に形成され
ていることを特徴とする請求項５に記載のくつ下。
【請求項７】
　前記指掛け部を第１の指掛け部とし、これとは別の指掛け部である第２の指掛け部が、
前記足甲覆い部の上側の適所にある前記足首覆い部の上部から、前記履き口部の部分に当
たる領域に形成されていることを特徴とする請求項６に記載のくつ下。
【請求項８】
　前記第２の指掛け部は、前記くつ下の後側に形成されていることを特徴とする請求項７
に記載のくつ下。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に高齢者や身体の不自由な人のような使用者の転倒を防止するくつ下に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　高齢者等の使用者が履くくつ下に類したものとしては、例えば高齢者が外反母趾の矯正
をする目的で使用する外反母趾矯正用具が、特許文献１に提案されている。この外反母趾
矯正用具は、親指を収容する外反母趾袋部と、他の指を収容する大袋部を有し、高齢者が
この外反母趾矯正用具を履くことにより、外反母趾矯正用具が苦痛等を与えることなく外
反母趾を矯正して、外反母趾に起因する転倒の危険性を防止するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２７９３９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が、例えばベッドで横になったり睡眠
をとっている場合には、ベッドに設けられた板状の規制部材を用いて使用者の足裏を支え
ることで、つま先が下がらないようにしている。
　また、この使用者が、ベッドに寝ていた状態から起き上がり立ち上がって歩き出そうと
する場合に、使用者の足のつま先が下がってしまっていると、使用者はうまく踏み出して
歩き出すことができずに転倒するおそれがあり、骨折等の負傷をしてしまうことがある。
　そこで、本発明は、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が横になっている時であって
も足のつま先を上げた状態を維持でき、しかも使用者が起き上がって歩き出そうとする時
に、うまく踏み出すことができるようにして転倒を防止できるくつ下を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のくつ下は、使用者の足の指を収容する足指覆い部と、足底を覆う足底覆い部と
、足甲を覆う足甲覆い部と、前記足の踵部を覆うかかと覆い部と、足首を覆う足首覆い部
とを一体に有するくつ下であって、前記かかと覆い部は、前記足指覆い部から離れて形成
されて前記くつ下を履いている状態で前記足の踵部を入れるための第１かかと挿入部と、
前記第１かかと挿入部に比べて前記足指覆い部寄りの位置に形成されて前記くつ下を履い
ている状態で前記足の踵部を入れるための第２かかと挿入部と、を有していることを特徴
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とする。
　上記構成によれば、使用者が横になっている場合には、足の踵部を第１かかと挿入部内
に入れることにより、比較的ゆるい力で足甲覆い部の引張力に影響を与えてつま先を緩や
かに持ち上げることができる。これに対して、使用者が横になった状態から起き上がり立
ち上がって、歩き出す場合には、足の踵部を第２かかと挿入部内に入れ代えることにより
、第１かかと挿入部に踵部を入れる場合に比べて強い力で足甲覆い部の引張力に影響を与
えてつま先を強く持ち上げることができる。このため、使用者はつま先を上げた状態で歩
くことが可能になるので、転倒を防止することができる。
　これにより、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が横になっている時であっても足の
つま先を上げた状態を維持でき、しかも使用者が起き上がって歩き出そうとする時に、う
まく踏み出すことができるようにして転倒を防止できる。
【０００６】
　好ましくは、前記足甲覆い部の編成の引張力は、前記足底覆い部の編成の引張力に比べ
て大きくなるように設定されていることを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者が足をくつ下に収容した際に、足甲覆い部は足指覆い部を強
く上方向に引き上げることができるから、使用者の足の各指を上方に向けるように作用す
る。このため、使用者が高齢者や身体の不自由ない人であっても、横になった状態から起
き上がり立ち上がって歩き出そうとする場合や、椅子に座った状態から立ち上がってあり
き出そうとする場合に、使用者が立ち上がる際に転倒することを有効に防止できる
【０００７】
　好ましくは、前記第１かかと挿入部と前記第２かかと挿入部は、異なる色で表示されて
いることを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者がくつ下を履く際に、第１かかと挿入部と第２かかと挿入部
の位置を視覚的に容易に区別できるので、第１かかと挿入部と第２かかと挿入部のいずれ
かに足の踵部を入れてくつ下を履く作業を、目視で確認しながら容易に行える。
【０００８】
　好ましくは、前記第１かかと挿入部の厚みは、前記第２かかと挿入部の厚みに比べて薄
くなっていることを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者が横になっている場合に、足の踵部を第１かかと挿入部内に
入れている状態では、比較的ゆるい力で足甲覆い部の引張力に影響を与えてつま先を緩や
かに持ち上げることができる。このため、使用者はゆっくりくつろいだり、睡眠をとるこ
とができる。これに対して、第２かかと挿入部の厚みは、第１かかと挿入部の厚みよりも
大きいので、使用者が横になった状態から起き上がり立ち上がって歩き出す場合に、足の
踵部を第２かかと挿入部内に入れている状態では、比較的強い力で足甲覆い部の引張力に
影響を与えてつま先を強く持ち上げることができる。このため、使用者はつま先を上げた
状態で歩くことが可能になるので、転倒を防止することができる。
【０００９】
　好ましくは、前記足首覆い部よりも上部に設けた履き口部の近傍には、使用者の指を掛
ける指掛け部を有することを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者が足の指先部を先端だけ前記履き口部に差し入れた状態で、
指掛け部に自らの指を掛けてくつ下を引き上げることで、高齢者や身体の不自由な人のよ
うな使用者であっても、くつ下を容易に履くことができる。すなわち、使用者が両手でく
つ下の履き口部を広げて両手の指で引き上げてくつ下を履くことができなくても、片手の
指を指掛け部に掛けてくつ下を足首側に引き上げるだけで、くつ下を容易に履くことがで
き、履いた後は、日常活動においてピッタリとフィットしてズレ（ズレ落ち）が発生する
ことがない。
【００１０】
　好ましくは、前記指掛け部は、前記履き口部の上端開口付近であって、前記くつ下の前
側に形成されていることを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者はくつ下の前側にある指掛け部に指を掛けて引き上げるだけ
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で、くつ下内に足を容易に通すことができる。
【００１１】
　好ましくは、前記指掛け部を第１の指掛け部とし、これとは別の指掛け部である第２の
指掛け部が、前記足甲覆い部の上側の適所にある前記足首覆い部の上部から、前記履き口
部の部分に当たる領域に形成されていることを特徴とする。
　上記構成によれば、使用者は前記した第１の指掛け部に指を入れて引き上げながら、さ
らに他の指で、くつ下の足甲覆い部の上側の位置にある足首覆い部の部分にある第２の掛
け部に他の指を掛けて引き上げると、クツ下さらに効果的に簡単に引き上げることが出来
、くつ下内に足を容易に通すことができる。
【００１２】
　好ましくは、前記第２の指掛け部は、前記くつ下の後側に形成されていることを特徴と
する。
　上記構成によれば、使用者はくつ下の後側にある第２の指掛け部に指を掛けて引き上げ
るだけで、くつ下の後ろ側を効果的に引き上げることが出来る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が横になっている時であっても足のつ
ま先を上げた状態を維持でき、しかも使用者が起き上がって歩き出そうとする時に、うま
く踏み出すことができるようにして転倒を防止できるくつ下を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のくつ下の好ましい第１実施形態を示す斜視図。
【図２】図１のくつ下を示す側面図。
【図３】図３（Ａ）は、図１に示すくつ下の上面を示し、図３（Ｂ）は、図１に示すくつ
下の下面を示す図。
【図４】図１のくつ下の使用例を示す図。
【図５】本発明のくつ下の好ましい第２実施形態を示す斜視図。
【図６】使用者が指を用いて、図５に示すくつ下を使用者の足に装着しようとする動作例
を示す図。
【図７】図５のくつ下が使用者の足に装着された後の状態を示す斜視図。
【図８】図５のくつ下の使用例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を、図面を参照して詳しく説明する。
　尚、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい
種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定す
る旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
（第１実施形態）
　図１は、本発明のくつ下の好ましい第１実施形態を示す斜視図であり、図１では、図２
に示すくつ下１をＭ方向に引き上げることで、くつ下１が日中の生活活動に支障のないよ
うに、使用者の足Ｄに正しく装着された状態を示している。図２は、図１に示すくつ下１
の側面図である。図３（Ａ）は、図１に示すくつ下１の上面を示し、図３（Ｂ）は、図１
に示すくつ下１の下面を示しているが、図３では、くつ下１には足が挿入されていない状
態を示している。図１から図３に示すこのくつ下１は、幅方向であるＳ方向（図３参照）
において左右対称であるため、右足用と左足用のいずれにも兼用できる。
【００１６】
　図１から図３に示すくつ下１の使用者例としては、好ましくは高齢者や身体の不自由な
人である。図１に示すように、くつ下１は、使用者の足Ｄの全体と足首Ｆを覆う編地から
なり、例えば好ましくは、表側は、５３０デニール程度の繊維径の綿製、裏側（肌側）は
、１６０デニール程度の繊維径で、弾性糸として機能する、ナイロンカバーがされたポリ
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ウレタン製である。５３０デニールを越えると伸縮性がほぼなくなり、１６０デニールよ
り小さいと強度が低下する。
　このくつ下１は、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が、例えばベッドに横になった
状態から起き上がり、しかも立ち上がって歩き出そうとする時に、うまく踏み出すことが
できるようにすることで、使用者の転倒を防止できる構造を有する。
【００１７】
　図１に示すくつ下１は、素肌への刺激が少ないものとなるように考慮されている。くつ
下１では、先端の足指覆い部２と、下側の足底覆い部３と、上側の足甲覆い部４と、履き
口部５と、後覆い部分７と、かかと覆い部１００と、足首覆い部３３が、一体的になるよ
うに編成されている。くつ下１は、全体的に、少なくともくつ下に求められる伸縮性を有
している。
　このかかと覆い部１００は、２つのかかと挿入部から構成されており、第１かかと挿入
部１０１と、第２かかと挿入部１０２を有している。また、使用者の足Ｄに装着しない自
然な状態では、第１かかと挿入部１０１はＰ方向（長手方向）において、第２かかと挿入
部１０２の長さの１／３程度、Ｑ方向（幅方向）において、同じ程度である。
【００１８】
　図１と図２に示す足指覆い部２は、使用者の足先の第１足趾（親指、母趾）から第５足
趾（小指）を一緒に収容する袋状の部分である。足底覆い部３は、使用者の足の足底を覆
う部分である。足甲覆い部４は、使用者の足の甲部分を覆う部分である。履き口部５は特
に柔軟な布地でなり、足首Ｆの上方を筒状にソフトに締め付けて覆う部分である。履き口
部５の上部には、履き口開口部６が形成されており、この履き口開口部６は、使用者の足
を挿入するための開口部分である。
【００１９】
　図１と図２（Ｂ）に示すくつ下１の足底覆い部３は、足指覆い部２の端部（先端の足指
覆い部２と上側の足甲覆い部４との縫い目を形成）２Ｓから、足の踵部を覆うためのかか
と覆い部１００を経て後覆い部分７にかけて連続して編成されている。このかかと覆い部
１００と足底覆い部３と足指覆い部２は、厚みのある生地でソフトな感触をえられるよう
にされた構造であり、好ましくは、例えば、あぜ編みにより編成されている。このように
、かかと覆い部１００と足底覆い部３と足指覆い部２があぜ編みにより編成されているこ
とにより、足裏（足底）と足の第１足趾から第５足趾を収容して覆う際に、図２（Ｂ）に
示すＴ方向とＳ方向に沿って十分に柔軟性をもって使用者が楽にこの部分を伸ばすことが
でき、しかも足裏と第１足趾から第５足趾を保温することができる。図１と図２（Ｂ）に
示すＴ方向は、足裏の長手方向であり、Ｓ方向は足裏の幅方向である。
【００２０】
　一方、図１と図３（Ａ）に示すくつ下１の足甲覆い部４は、足指覆い部２から、履き口
部５の間において連続して編成されている。この足甲覆い部４は、足底覆い部３と足指覆
い部２のあぜ編みに比べて伸びにくく引張力が強くなるように、好ましくは、例えばタッ
ク（重ね）編みにより編成されている。すなわち、足甲覆い部４の編成部分の引張力は、
足底覆い部３の編成部分の引張力に比べて大きく（強く）なるように設定されている。
　このように、足甲覆い部４は、足底覆い部３とは異なり、タック（重ね）編みにより編
成されているので、使用者が足をくつ下１内に収容した際に、足甲覆い部４の領域を強く
引くことで、図１に示すように、足指覆い部２内の第１足趾から第５足趾を、強い力で図
１に示すＲ方向（上方向）に引き上げることができ、足のつま先Ｖ（図４参照）が上がる
ようになり、一歩を踏み出す時のトリガになる。
【００２１】
　図１から図３に示すくつ下１は、使用者の第１足趾から第５足趾の先端は上向きに引き
上げることができることから、高齢者や身体の不自由な人であっても、横になった状態か
ら起き上がって歩き出そうとする場合や、椅子に座った状態から立ち上がって歩き出そう
とする場合に、使用者が容易に歩き出すことができるので、使用者の転倒を防止すること
ができる。
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　足底覆い部３には、幅方向全体にわたる少なくとも３本の襞（ひだ）と、両側に少なく
とも１０本の襞を設けている。こうすることで、伸縮性，柔軟性に優れ、高齢者や身体の
不自由ない人であっても容易にくつ下１をしっかりと装着することができ、日中の通常の
生活においてもズレ（ズレ落ち）ることがない。
【００２２】
　次に、図１に示すように、くつ下１の後覆い部分７は、かかと覆い部１００と履き口部
５の下端部５Ｒの間に編成されている。図３（Ｂ）に示すように、後覆い部分７は、好ま
しくは、その中心部にあぜ編み部８ａが配置され、その両側にタック編み部８ｂ，８ｃが
配置され、さらにタック編み部８ｂ，８ｃの外側にあぜ編み部８ｄ，８ｅが配置されるよ
うに編成されている。あぜ編み部８ａの幅は１０ｍｍ程度、タック編み部８ｂ，８ｃの幅
は２５ｍｍ程度、あぜ編み部８ｄ，８ｅの幅は、２５ｍｍ程度である。また、あぜ編み部
８ａ，あぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅには、幅方向全体にわたる少なくとも４本の襞を設け
ている。あぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅにより、足を収容する際に図３（Ｂ）に示すＰ方向
とＱ方向に沿って十分に伸縮性，柔軟性をもって伸ばすことができ、高齢者や身体の不自
由ない人であっても容易にくつ下１をしっかりと装着することができる。しかも足の踵部
を保温することができる。一方、タック編み部８ｂ，８ｃにより、装着後にくつ下１がズ
レ落ちることなくしっかり固定できるようになる。これらのあぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅ
、タック編み部８ｂ，８ｃは、図３（Ｂ）に示すように、Ｐ方向に平行に編成されている
。
　図１に示すように、足甲覆い部４の後端部４Ｌと、あぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅ、タッ
ク編み部８ｂ，８ｃとで、足首覆い部３３を形成している。この足首覆い部３３は、装着
状態で使用者の足首を、履き口部５よりも強めに締めることにより、くつ下１が容易に脱
げないように機能する。
【００２３】
　図１と図２に示すように、かかと覆い部１００は、足の踵部を覆うために編成されてい
る。かかと覆い部１００は、図３（Ｂ）に示すように足を入れていない状態では、やや弛
んだ袋状になるように外側に突き出すように編成されている。
　かかと覆い部１００は、第１かかと挿入部１０１と、第２かかと挿入部１０２を有して
いる。第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２は、足底覆い部３と後覆い部分
７の間に編成されている。第１かかと挿入部１０１は、後覆い部分７寄りの位置に配置さ
れ、第２かかと挿入部１０２は、足底覆い部３寄りの位置に配置されている。すなわち、
第１かかと挿入部１０１は、足指覆い部２からは遠い位置に編成され、第２かかと挿入部
１０２は、第１かかと挿入部１０１に比べると、足指覆い部２に近い位置に編成されてい
る。
【００２４】
　図１と図２に示すように、第１かかと挿入部１０１の途中の位置には、第１かかと挿入
部１０１を袋状にするための縫い目部分１０３が設けられ、第２かかと挿入部１０２の途
中の位置には、第２かかと挿入部１０２を袋状にするための縫い目部分１０４が設けられ
ている。
　第１かかと挿入部１０１は、使用者が横になっている場合に足の踵部を収容するために
設けられた袋状の部分であるのに対して、第２かかと挿入部１０２は、横になった状態か
ら起き上がり立ち上がって歩き出す場合に、足の踵部を収容するために設けられた袋状の
部分である。これにより、このくつ下１は、使用者がくつ下１を履いた状態で横になって
いる場合には第１かかと挿入部１０１に足の踵部を入れ、使用者がくつ下１を履いた状態
で歩く場合には第１かかと挿入部１０２に足の踵部を入れるようにして、足の踵部を入れ
る位置を変えることができるようになっている。
【００２５】
　ところで、好ましくは、第１かかと挿入部１０１の厚みは、第２かかと挿入部１０２の
厚みよりも薄く編成されているか、もしくは第１かかと挿入部１０１の厚みを第２かかと
挿入部１０２の厚みと同じくするものの第２かかと挿入部１０２より伸びやすく編成して
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いる。
　このように第１かかと挿入部１０１の厚みを、第２かかと挿入部１０２の厚みよりも薄
くしているのは、次の理由からである。
　すなわち、使用者が横になっている場合に足の踵部を第１かかと挿入部１０１内に入れ
ている状態では、比較的ゆるい力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に影響を与えてつま
先を図１に示すＲ方向に緩やかに持ち上げるようにすることで、つま先を上げた状態を保
持しながらも、使用者は横になった状態でゆっくりくつろいだり、睡眠をとることができ
る。
　このように第１かかと挿入部１０１の厚みを、第２かかと挿入部１０２の厚みと同じに
するものの伸びやすく編成しているのは、次の理由からである。
　つま先を上げた状態を保持しながらも、使用者は横になった状態でゆっくりくつろいだ
り、睡眠をとることができるようにするという効果の他に、第１かかと挿入部１０１が第
２かかと挿入部１０２よりも早く擦り減らないようにするためである。
【００２６】
　これに対して、第２かかと挿入部１０２の厚みは、第１かかと挿入部１０１の厚みより
も大きいので、使用者が横になった状態から起き上がり立ち上がって歩き出す場合には、
足の踵部を第２かかと挿入部１０２内に入れることにより、比較的強い力で足甲覆い部４
の編成部分の引張力に影響を与えてつま先を図１に示すＲ方向に強く持ち上げるようにな
っている。これにより、使用者はつま先を上げた状態で歩くことが可能になるので、転倒
を防止することができるようになっている。
【００２７】
　使用者がくつ下１を使用する場合に、図１に示す第１かかと挿入部１０１と第２かかと
挿入部１０２を視覚的に区別できるようにするために、好ましくは第１かかと挿入部１０
１が呈している表示色と、第２かかと挿入部１０２が呈している表示色が、異なっている
。例えば、第１かかと挿入部１０１の表示色が白色であれば、第２かかと挿入部１０２の
表示色は水色である。しかし、第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２の各表
示色は、特に限定されず、任意の色の組み合わせを採用することができる。これにより、
使用者がくつ下１を使用する場合に、第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２
の選択を確実にすることができ、使用者は目視で第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿
入部１０２を、色を確認しながら選択して、足の踵部を間違いなく入れ込むことができる
。
【００２８】
　図１に示すように、くつ下１の履き口部５は、足甲覆い部４の後端部４Ｌと後覆い部分
７に一体に編成されている。履き口部５は、他の部分の各覆い部よりも緩い力で使用者の
足首よりも上の位置をソフトに締めて覆う筒状の部分である。筒状の履き口部５の上端部
は履き口開口部６となっている。このため、足首の周りでしっかり足首周りを引き締めつ
つ、その上の部分は履き口部５でソフトに覆い、使用者に着用中の不快な感触や負担をか
けないで、かつずり下がることがない。
【００２９】
　図２に示す履き口部５は、長手方向の長さが８０～９０ｍｍ，好ましくは８５ｍｍで、
足首主部５Ａと第１伸縮部５Ｂと第２伸縮部５Ｃを有している。足首主部５Ａは、足首に
対する締め付けの弱い編み方により編成されている。第１伸縮部５Ｂと第２伸縮部５Ｃは
この足首主部５Ａに連続して形成されており、リング状の第１伸縮部５Ｂの伸縮度合いは
、足首主部５Ａの伸縮度合いに比べてかなり大きくなっている。リング状の第２伸縮部５
Ｃの伸縮度合いは、第１伸縮部５Ｂの伸縮に追従できるようにするために、足首主部５Ａ
の伸縮度合いに比べて大きいが、第１伸縮部５Ｂの伸縮度合いに比べて小さくなっている
。
【００３０】
　次に、上述した本発明の第１実施形態のくつ下１の使用例を、図４を参照して説明する
。
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　図４（Ａ）に示すように、使用者は指でくつ下１の履き口部５を持って、足Ｄのつま先
Ｖをくつ下１の履き口開口部６に入れて、くつ下１をＭ方向に引き上げる。これにより、
くつ下１の第１かかと挿入部１０１は、足Ｄの踵部Ｗを覆う。この状態で、図４（Ａ）に
示すように、使用者ＭＮは、例えばベッドＢＤにおいて横になって過ごしたり、睡眠をと
ることができる。
　このように、くつ下１の第１かかと挿入部１０１に足Ｄの踵部Ｗが挿入されている状態
で、使用者が横になっていても、比較的ゆるい力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に影
響を与えて、つま先ＶをＲ方向に緩やかに持ち上げた状態を維持することができ、つま先
を上げた状態を保持しながらも、使用者はゆっくりくつろいだり、睡眠をとることができ
る。
【００３１】
　これに対して、図４（Ｂ）に示すように、使用者が横になった状態から起き上がり立ち
上がって、歩き出す場合には、使用者はくつ下１をさらにＭ方向に引っ張ることで、足の
踵部Ｗを第１かかと挿入部１０１から第２かかと挿入部１０２内に入れる。この状態では
、比較的強い力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に影響を与えることができるので、つ
ま先Ｖを図１に示すＲ方向に強く持ち上げることができる。
　これにより、使用者はくつ下１によりつま先Ｖを持ち上げた状態であるので、使用者は
、つま先ＶをＱ方向に沿って地面に力を加えながら歩くことが可能になり、転倒を防止す
ることができる。使用者は目視で第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２を、
色を確認しながら選択して、足の踵部を間違いなく入れ込むことができる。
　また、使用者がくつ下１を履くことにより、締め付け効果により足のむくみを取ること
ができる。
　なお、図５に示すような、袋状の第１の指掛け部１０と袋状の第２の指掛け部１１を設
けてもよい。また、この場合、第１の指掛け部１０は、くつ下１Ａの足甲覆い部４よりも
上側の適所に少なくとも一つ設けることが好ましく、第１の指掛け部１０は、使用者の指
の一部を挿入できる凹状の袋部もしくは凹状となっていなくても、くつ下１Ａの幅方向に
横切るヒモ部、あるいは細幅のベルト部等でなる引っかけ部で形成することができる。前
側に設けられている第１の指掛け部１０は、後ろ側に設けられている第２の指掛け部１１
よりも上になるようになっている。
【００３２】
（第２実施形態）
　次に、本発明のくつ下の第２実施形態を説明する。
　図５は、本発明のくつ下の好ましい第２実施形態を示す斜視図であり、図６ではくつ下
１Ａは、使用者の足に装着された状態を示している。
　図５に示すくつ下１Ａは、代表して右足用のくつ下を示しているが、左足用のくつ下の
形状は、右足用のくつ下１の形状と左右対称形状であり、左足用のくつ下の機能や効果は
、図１と図２に示す右足用のくつ下１Ａの機能や効果と同じである。
　図５に示すくつ下１Ａの構造は、図１に示すくつ下１の構造と比較すると、次の点で異
なる。すなわち、図５に示すくつ下１Ａの足指覆い部２０２の構造が、図１に示すくつ下
１の足指覆い部２の構造が異なり、しかも図５に示すくつ下１Ａには、少なくとも一つの
指掛け部、例えば２つの指掛け部１０，１１が追加して形成されている。なお、図５に示
すくつ下１Ａのその他の部分の構造は、図１に示すくつ下１の対応するそのほかの部分の
構造と、実質的に同じである。
【００３３】
　図５に示すくつ下１Ａの使用者例としては、好ましくは高齢者や身体の不自由な人であ
り、このくつ下１は、使用者の足全体と足首Ｆを覆う編地からなる。
　くつ下１Ａは、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が、例えば横になった状態から起
き上がり、しかも立ち上がって歩き出そうとする時に転倒を防ぐことができる構造を有す
る。しかも、使用者が歩き始めようとする時に、足の指が床面から持ち上がるのを防いで
足の指を床面に当てることで、使用者が椅子に座った状態から立ち上がって、うまく踏み
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出して歩くことができ、使用者の転倒を防ぐことができる構造を有する。また、くつ下１
は、使用者が両手の指を用いて履き口部を広げなくても、使用者は片手の指の動作だけで
容易に履くことができる構造を有している。
【００３４】
　図５に示すくつ下１Ａは、素肌への刺激が少ないものとなるように考慮されている。く
つ下１Ａは、先端の足指覆い部２０２と、下側の足底覆い部３と、上側の足甲覆い部４と
、履き口部５と、後覆い部分７と、足首覆い部３３を一体に有しており、全体的に、少な
くともくつ下に求められる伸縮性を有している。符号８はゴム編み部分である。
　図５に示す足指覆い部２０２は、使用者の足先の第１足趾（親指、母趾）から第５足趾
（小指）を収容する部分であり、足底覆い部３は、使用者の足の足底を覆う部分である。
足甲覆い部４は、使用者の足の甲部分を覆う部分である。履き口部５は特に柔軟な布地で
なり、足首Ｆの上方を筒状にソフトに締め付けて覆う部分である。履き口部５の上部には
、履き口開口部６が形成されており、この履き口開口部６は、使用者の足を挿入するため
の開口部分である。
　図５に示すように、足指覆い部２０２は、母趾袋部２Ａと大袋部２Ｂを有しており、母
趾袋部２Ａと大袋部２Ｂは区分されてはおらず、連続して一体形成されている。しかし、
母趾袋部２Ａの先端部２Ｇが袋状になって足の第１足趾（親指）を収容することができる
。大袋部２Ｂの先端部２Ｆが袋状になって足の第２足趾から第５足趾を収容するようにな
っている。
【００３５】
　図５に示すくつ下１Ａの足底覆い部３は、袋状の母趾袋部２Ａの先端部２Ｇと袋状の大
袋部２Ｂの先端部２Ｆから、後覆い部分７にかけて連続して編成されている。この足底覆
い部３と足指覆い部２０２は、厚みのある生地でソフトな感触をえられるようにされた構
造であり、好ましくは、例えば、あぜ編みにより編成されている。このように、足底覆い
部３と足指覆い部２０２があぜ編みにより編成されていることにより、足裏（足底）と足
の第１足趾から第５足趾を収容して覆う際に、図５に示すＴ方向とＳ方向に沿って十分に
柔軟性をもって使用者が楽にこの部分を伸ばすことができ、しかも足裏と第１足趾から第
５足趾を保温することができる。図５に示すＴ方向は、足裏の長手方向であり、Ｓ方向は
足裏の幅方向である。
【００３６】
　一方、図５に示すくつ下１Ａの足甲覆い部４は、足指覆い部２０２から、履き口部５に
かけて連続して編成されている。この足甲覆い部４は、足底覆い部３と足指覆い部２０２
のあぜ編みに比べて伸びにくく引張力が強くなるように、好ましくは、例えばタック（重
ね）編みにより編成されている。すなわち、足甲覆い部４の編成部分の引張力は、足底覆
い部３の編成部分の引張力に比べて大きく（強く）なるように設定されている。
【００３７】
　このように、足甲覆い部４は、足底覆い部３とは異なり、タック（重ね）編みにより編
成されているので、使用者が足をくつ下１Ａ内に収容した際に、足甲覆い部４の領域を強
く引くことで、図５に示すように、足指覆い部２０２内の第１足趾から第５足趾を強くＲ
方向（上方向）に引き上げることができる。使用者の第１足趾から第５足趾の先端が上向
きに引き上げることができることから、高齢者や身体の不自由ない人であっても、椅子に
座った状態から容易に立ちあがることができるようになり、使用者が立ち上がる際に転倒
することを有効に防止できる。
【００３８】
　ここで、足甲覆い部４のタック編み部は、図示の実施形態では、その全体に施されてい
るが、全体でなくても、例えば、母趾袋部２Ａに対応する領域だけに施されるようにして
もよいし、大袋部２Ｂに対応した領域にだけ設けられても良い。しかしながら、もし部分
的に設ける場合、少なくとも母趾袋部２Ａに対応する領域に設けると、高齢者等の足の力
の弱い人が使用する場合に、立ち上がりの際や、方向の安定に特に効果的である。
　足底覆い部３には、幅方向全体にわたる少なくとも３本の襞と、両側に少なくとも１Ａ
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０本の襞を設けている。こうすることで、伸縮性，柔軟性に優れ、高齢者や身体の不自由
ない人であっても容易にくつ下１Ａをしっかりと装着することができる。
【００３９】
　次に、図５に示すように、かかと覆い部１００は、図８に示すように足の踵部を覆うた
めに編成されている。かかと覆い部１００は、足を入れていない状態では、やや弛んだ袋
状になるように外側に突き出すように編成されている。
　かかと覆い部１００は、第１かかと挿入部１０１と、第２かかと挿入部１０２を有して
いる。第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２は、足底覆い部３と後覆い部分
７の間に編成されている。第１かかと挿入部１０１は、後覆い部分７寄りの位置に配置さ
れ、第２かかと挿入部１０２は、足底覆い部３寄りの位置に配置されている。すなわち、
第１かかと挿入部１０１は、足指覆い部２０２から遠い位置に編成され、第２かかと挿入
部１０２は、第１かかと挿入部１０１に比べると、足指覆い部２０２に近い位置に編成さ
れている。また、使用者の足Ｄに装着しない自然な状態では、第１かかと挿入部１０１は
Ｐ方向（長手方向）において、第２かかと挿入部１０２の長さの１／３程度、Ｑ方向（幅
方向）において、同じ程度である。
【００４０】
　図５に示すように、第１かかと挿入部１０１の途中の位置には、第１かかと挿入部１０
１を袋状にするための縫い目部分１０３が設けられ、第２かかと挿入部１０２の途中の位
置には、第２かかと挿入部１０２を袋状にするための縫い目部分１０４が設けられている
。この縫い目部分１０３により、使用者が就寝時等横になっている時に、第１かかと挿入
部１０１がかかとに保持されるので、ズレにくくなる。また、縫い目部分１０４により、
使用者が日中の生活活動において、第２かかと挿入部１０１がかかとに保持されるので、
ズレにくくなる。
　第１かかと挿入部１０１は、図８（Ａ）に示すように、使用者が横になっている場合に
足の踵部Ｗを入れるために設けられた袋状の部分であるのに対して、図８（Ｂ）に示すよ
うに、第２かかと挿入部１０２は、横になった状態から起き上がり立ち上がって、歩き出
す場合に足の踵部Ｗを入れるために設けられた袋状の部分である。これにより、このくつ
下１は、使用者がくつ下１を履いた状態で横になっている場合には第１かかと挿入部１０
１に足の踵部を入れ、使用者がくつ下１を履いた状態で歩く場合には第１かかと挿入部１
０２に足の踵部を入れるようにして、足の踵部を入れる位置を変えることができるように
なっている。
【００４１】
　好ましくは、第１かかと挿入部１０１の厚みは、第２かかと挿入部１０２の厚みよりも
薄く編成されている。このように第１かかと挿入部１０１の厚みを、第２かかと挿入部１
０２の厚みよりも薄くしているのは、次の理由からである。
　すなわち、使用者が横になっている場合に足の踵部を第１かかと挿入部１０１内に入れ
ている状態では、比較的ゆるい力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に影響を与えてつま
先を図５に示すＲ方向に緩やかに持ち上げるようにすることで、つま先を上げた状態を保
持しながらも、使用者は横になった状態でゆっくりくつろいだり、睡眠をとることができ
る。
【００４２】
　これに対して、第２かかと挿入部１０２の厚みは、第１かかと挿入部１０１の厚みより
も大きいので、使用者が横になった状態から起き上がり立ち上がって歩き出す場合には、
足の踵部を第２かかと挿入部１０２内に入れることにより、比較的強い力で足甲覆い部４
の編成部分の引張力に影響を与えてつま先を図５に示すＲ方向に強く持ち上げるようにな
っている。これにより、使用者はつま先を上げた状態で歩くことが可能になるので、転倒
を防止することができるようになっている。
【００４３】
　使用者がくつ下１を使用する場合に、図５に示す第１かかと挿入部１０１と第２かかと
挿入部１０２を視覚的に区別できるようにするために、好ましくは第１かかと挿入部１０
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１が呈している表示色と、第２かかと挿入部１０２が呈している表示色が、異なっている
。例えば、第１かかと挿入部１０１の表示色が白色であれば、第２かかと挿入部１０２の
表示色は水色である。しかし、第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２の各表
示色は、特に限定されず、任意の色の組み合わせを採用することができる。これにより、
使用者がくつ下１を使用する場合に、第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２
の選択を確実にすることができ、使用者は目視で第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿
入部１０２を、色を確認しながら選択して、足の踵部を間違いなく入れ込むことができる
。
【００４４】
　図５に示す後覆い部分７は、好ましくは、その中心部にあぜ編み部８ａ、その両側にタ
ック編み部８ｂ，８ｃ、さらにタック編み部８ｂ，８ｃの外側に、あぜ編み部８ｄ，８ｅ
で編成している。あぜ編み部８ａの幅は１０ｍｍ程度、タック編み部８ｂ，８ｃの幅は２
５ｍｍ程度、あぜ編み部８ｄ，８ｅの幅は、２５ｍｍ程度である。また、あぜ編み部８ａ
，あぜ編み部８ｄ，８ｅには、幅方向全体にわたる少なくとも４本の襞を設けている。あ
ぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅにより、足を収容する際に図５に示すＰ方向とＱ方向に沿って
十分に伸縮性，柔軟性をもって伸ばすことができ、高齢者や身体の不自由ない人であって
も容易にくつ下１Ａをしっかりと装着することができる。しかも足の踵部Ｗを保温するこ
とができる。一方、タック編み部８ｂ，８ｃにより、装着後にくつ下１Ａがズレ落ちるこ
となくしっかり固定できるようになる。これらのあぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅ、タック編
み部８ｂ，８ｃは、Ｐ方向に平行に編成されている。足甲覆い部４の後端部４Ｌと後覆い
部分７の上端部７Ｌと、あぜ編み部８ａ，８ｄ，８ｅ、タック編み部８ｂ，８ｃとで、足
首覆い部３３を形成している。この足首覆い部３３は、装着状態で使用者の足首を、履き
口部５よりも強めに締めることにより、くつ下１Ａが容易に脱げないように機能する。
【００４５】
　図５に示すように、くつ下１Ａの履き口部５は、足甲覆い部４の後端部４Ｌと後覆い部
分７の上端部７Ｌの上に一体に編成されている。すなわち、履き口部５は、履き口部は他
の部分の各覆い部よりも緩い力で使用者の足首よりも上の位置をソフトに締めて覆う筒状
の部分である筒状の履き口部５の上端部は履き口開口部６となっている。このため、足首
の周りでしっかり足首周りを引き締めつつ、その上の部分は履き口部でソフトに覆い、使
用者に着用中の不快な感触や負担をかけないで、かつずり下がることがない。
【００４６】
　この履き口部５は、長手方向の長さが８０～９０ｍｍ，好ましくは８５ｍｍで、足首主
部５Ａと第１伸縮部５Ｂと第２伸縮部５Ｃを有している。足首主部５Ａは、足首に対する
締め付けの弱い編み方により編成されている。第１伸縮部５Ｂと第２伸縮部５Ｃはこの足
首主部５Ａに連続して形成されており、リング状の第１伸縮部５Ｂの伸縮度合いは、足首
主部５Ａの伸縮度合いに比べてかなり大きくなっている。リング状の第２伸縮部５Ｃの伸
縮度合いは、第１伸縮部５Ａの伸縮に追従できるようにするために、足首主部５Ａの伸縮
度合いに比べて大きいが、第１伸縮部５Ｂの伸縮度合いに比べて小さくなっている。
【００４７】
　図５に示すように、くつ下１Ａは第１の指掛け部１０と第２の指掛け部１１を有してい
る。第１の指掛け部１０は、くつ下１Ａの足甲覆い部４よりも上側の適所に少なくとも一
つ設けることが好ましく、第１の指掛け部１０は、使用者の指の一部を挿入できる凹状の
袋部もしくは凹状となっていなくても、くつ下１Ａの幅方向に横切るヒモ部、あるいは細
幅のベルト部等でなる引っかけ部で形成することができる。前側に設けられている第１の
指掛け部１０は、後ろ側に設けられている第２の指掛け部１１よりも上になるようになっ
ている。
　より具体的には、図５に示す第１伸縮部５Ａの前側（表側）、すなわち足甲覆い部４よ
りも上側の位置には、第１の指掛け部１０が、くつ下１Ａの幅方向のほぼ中心部に外側に
基部の幅（３５ｍｍ程度）よりも先端部の幅（２０ｍｍ程度）を小さくして、８ｍｍ程度
突き出して編成されている。後で説明するが、この指掛け部は、この実施形態では、形成
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箇所の布地を凹状の袋状としたものである。
　第１の指掛け部１０は、使用者の手の指（例えば人差し指）Ｇを挿入することで、指Ｇ
の力を用いてくつ下１Ａを足に対して引き上げて足を挿入する第１動作を行うために形成
されている。
【００４８】
　また、図５に示すように、履き口部５の足首主部５Ａの後側（裏側）には、第２の指掛
け部１１が、くつ下１Ａの幅方向のほぼ中心部に外側に基部の幅（４０ｍｍ程度）よりも
先端部の幅（１５ｍｍ程度）を小さくして、２０ｍｍ程度突出して形成されている。第２
の指掛け部１１は、第１の指掛け部１０とは反対側の位置に形成されているが、第１の指
掛け部１０よりはさらに下側に長手方向で、５０ｍｍ程度離間して設けてあり、第２の指
掛け部１１は、後覆い部分７のすぐ上側の位置に編成されている。この袋状の第２の指掛
け部１１は、使用者の手の指（例えば人差し指）Ｇを挿入することで、指Ｇの力を用いて
くつ下１Ａをさらに足に対して引き上げて足を挿入する第２動作を行うために形成されて
いる。
【００４９】
　次に、上述したくつ下１Ａの使用例、すなわち使用者が片手の指Ｇを用いてくつ下１Ａ
を足に履く動作例を、図６と図７と図８を参照して説明する。
　図６は、使用者が指を用いて、くつ下１Ａを使用者の足Ｆに装着しようとする途中の動
作例を示す側面図であり、図７は、くつ下１Ａが使用者の足Ｆに装着された後の状態を示
す斜視図である。
　まず、図６（Ａ）に示すように、使用者は指でくつ下１Ａの履き口部５を持って、足Ｄ
のつま先Ｈをくつ下１Ａの履き口開口部６に入れる。そして、指Ｇを袋状の第１の指掛け
部１０に履き口部５の内側から挿入して、指Ｇの力を用いてくつ下１Ａを足Ｄに対してＭ
方向に沿って斜め上方向に引き上げて足Ｄを挿入する第１動作を行う。すなわち、足Ｄの
つま先Ｈを履き口開口部６に挿入した後、使用者は指Ｇを第１の指掛け部１Ａ０に挿入し
て履き口部５をＭ方向に引き上げると、図６（Ｂ）に示すように、くつ下１Ａのかかと覆
い部１００は足Ｄの踵部Ｗを覆うことができる。
【００５０】
　この場合に、指Ｇを第１の指掛け部１０に挿入して履き口部５をＭ方向に引き上げるの
に伴って、例えば図６（Ｃ）に例示するように、第２伸縮部５Ｃが第１伸縮部５Ｂ側の上
に外側に向けてまくれて重なることにより、足Ｄの足首Ｆは、履き口開口部６から、より
挿通されやすくなるので、この点からもより容易にくつ下１Ａ内に挿入できる。
　さらに、図６（Ｂ）に示すように、使用者の指Ｇを履き口部５の内側から袋状の第２の
指掛け部１１に挿入して、指Ｇの力を用いてくつ下１Ａを足Ｄに対してＮ方向に沿って上
側にさらに引き上げる第２動作を行う。これにより、使用者は片手の１Ａ本の指Ｇを用い
るだけで、図７に示すように、足Ｄは、くつ下１Ａ内に完全に容易に収容することができ
、使用者はくつ下１Ａを容易に履くことができる。
【００５１】
　このように、高齢者や身体の不自由な人のような使用者は、指Ｇを第１の指掛け部１０
と第２の指掛け部１１に順に、履き口部５の内側から挿入して、第１の指掛け部１Ａ０と
第２の指掛け部１１を利用してくつ下１Ａを順次引き上げる動作を行うことで、使用者が
両手でくつ下１Ａの履き口開口部６を広げて両手の指で引き上げてくつ下１Ａを履くこと
ができなくても、使用者はくつ下１Ａを引き上げて容易に履くことができる。
【００５２】
　従って、本発明の第２実施形態のくつ下１Ａは、従来、両手の指を用いてくつ下の履き
口部を持って拡げることができず、高齢者や身体の不自由な人がくつ下を容易に履くこと
ができないという問題を解消することができる。第１の指掛け部１０と第２の指掛け部１
１は、指Ｇの力がかかっても、十分に対応して伸長することができるので、使用者は容易
にくつ下１Ａの履き口部５を引き上げることができる。握力の弱い人、片手が麻痺してい
る人や高齢者等が、第１の指掛け部１０と第２の指掛け部１１を利用してくつ下１Ａを引
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き上げる動作を順次行うことで、両手でくつ下１Ａの履き口開口部６を広げて両手の指で
引き上げてくつ下１Ａを履くことができなくても、くつ下１Ａを容易に履くことができる
。
【００５３】
　上述したように、使用者がくつ下１Ａを履いた後に、例えば椅子に座っている使用者が
立ち上がって歩き始める様子を説明する。
　すでに説明したように、図５に示す足甲覆い部４は、足底覆い部３とは異なり、タック
（重ね）編みにより編成されているので、使用者が足をくつ下１Ａ内に収容した際に、足
甲覆い部４の領域を強く引くことで、図１に示すように、足指覆い部２０２内の第１足趾
から第５足趾を強くＲ方向（上方向）に引き上げることができる。このように、使用者の
第１足趾から第５足趾の先端が上向きに引き上げることができることから、高齢者や身体
の不自由ない人であっても、椅子に座った状態から容易に立ちあがることができるように
なり、使用者が立ち上がる際に転倒することを有効に防止できる。
【００５４】
　しかも、本発明の第２実施形態のくつ下１Ａは、かかと覆い部１００を有していること
から、上述した本発明の第１実施形態のくつ下１と同様に、次の効果を有している。
　すなわち、図８（Ａ）に示すように、使用者は指でくつ下１Ａの履き口部５を持って、
足Ｄのつま先Ｖをくつ下１の履き口開口部６に入れて、くつ下１ＡをＭ方向に引き上げる
。これにより、くつ下１Ａの第１かかと挿入部１０１は、足Ｄの踵部Ｗを覆う。この状態
で、図（Ａ）に示すように、使用者ＭＮは、例えばベッドＢＤにおいて横になって過ごし
たり、睡眠をとることができる。
　このように、くつ下１Ａの第１かかと挿入部１０１に足Ｄの踵部Ｗが挿入されている状
態で、使用者が横になっていても、比較的ゆるい力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に
影響を与えてつま先を図１に示すＲ方向に緩やかに持ち上げた状態を維持することができ
、つま先を上げた状態を保持しながらも、使用者はゆっくりくつろいだり、睡眠をとるこ
とができる。
【００５５】
　これに対して、図８（Ｂ）に示すように、使用者が横になった状態から起き上がり立ち
上がって、歩き出す場合に足の踵部Ｗを、第１かかと挿入部１０１から第２かかと挿入部
１０２内に入れる。この状態では、比較的強い力で足甲覆い部４の編成部分の引張力に影
響を与えてつま先を強く持ち上げることができる。これにより、使用者はくつ下１Ａによ
りつま先を上げた状態であるので、Ｑ方向に地面に力を加えながら歩くことが可能になり
、転倒を防止することができる。使用者は目視で第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿
入部１０２を、色を確認しながら選択して、足の踵部を間違いなく入れ込むことができる
。
　また、使用者がくつ下１を履くことにより、締め付け効果により足のむくみを取ること
ができる。
【００５６】
　ところで、図５に示す本発明の第２実施形態のくつ下１Ａでは、足指覆い部２０２の構
造が、図１に示す本発明の第１実施形態のくつ下１の足指覆い部２の構造とは異なってい
るが、図５のくつ下１Ａにおいて足指覆い部２０２の構造に代えて、図１の足指覆い部２
の構造を採用しても良い。
【００５７】
　以上説明したように、本発明の実施形態のくつ下１（１Ａ）は、使用者の足の指を収容
する足指覆い部２（２０２）と、足底を覆う足底覆い部３と、足甲を覆う足甲覆い部４と
、足の踵部を覆うかかと覆い部１００と、足首を覆う足首覆い部３３とを一体に有し、か
かと覆い部１００は、くつ下の足指覆い部から離れて形成されてくつ下を履いている状態
で足の踵部Ｗを入れるための第１かかと挿入部１０１と、第１かかと挿入部１０１に比べ
て足指覆い部２（２０２）寄りの位置に形成されてくつ下を履いている状態で足の踵部Ｗ
を入れるための第２かかと挿入部１０２を有している。
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【００５８】
　これにより、使用者が横になっている場合には、足の踵部を第１かかと挿入部内に入れ
ることにより、比較的ゆるい力で足甲覆い部の引張力に影響を与えてつま先を緩やかに持
ち上げることができる。これに対して、使用者が横になった状態から起き上がり立ち上が
って、歩き出す場合には、足の踵部を第２かかと挿入部内に入れ代えることにより、第１
かかと挿入部に踵部を入れる場合に比べて強い力で足甲覆い部の引張力に影響を与えてつ
ま先を強く持ち上げることができる。
　このため、使用者はつま先を上げた状態で歩くことが可能になるので、転倒を防止する
ことができる。従って、高齢者や身体の不自由な人等の使用者が横になっている時であっ
ても足のつま先を上げた状態を維持でき、しかも使用者が起き上がって歩き出そうとする
時に、うまく踏み出すことができるようにして転倒を防止できる。
【００５９】
　足甲覆い部４の編成の引張力は、足底覆い部３の編成の引張力に比べて大きくなるよう
に設定されている。これにより、使用者が足をくつ下に収容した際に、足甲覆い部は足指
覆い部を強く上方向に引き上げることができるから、使用者の足の各指を上方に向けるよ
うに作用する。このため、使用者が高齢者や身体の不自由ない人であっても、横になった
状態から起き上がり立ち上がって歩き出そうとする場合や、椅子に座った状態から立ち上
がってありき出そうとする場合に、使用者が立ち上がる際に転倒することを有効に防止で
きる
　第１かかと挿入部１０１と第２かかと挿入部１０２は、異なる色で表示されているので
、使用者がくつ下を履く際に、第１かかと挿入部と第２かかと挿入部の位置を視覚的に容
易に区別できるので、第１かかと挿入部と第２かかと挿入部のいずれかに足の踵部を入れ
てくつ下を履く作業を、目視で確認しながら容易に行える。
【００６０】
　第１かかと挿入部１０１の厚みは、第２かかと挿入部１０２の厚みに比べて薄くなって
いる。このため、使用者が横になっている場合に足の踵部を第１かかと挿入部内に入れて
いる状態では、比較的ゆるい力で足甲覆い部の引張力に影響を与えてつま先を緩やかに持
ち上げることができる。このため、使用者はゆっくりくつろいだり、睡眠をとることがで
きる。これに対して、第２かかと挿入部の厚みは、第１かかと挿入部の厚みよりも大きい
ので、使用者が横になった状態から起き上がり立ち上がって、歩き出す場合に足の踵部を
第２かかと挿入部内に入れている状態では、比較的強い力で足甲覆い部の引張力に影響を
与えてつま先を強く持ち上げることができる。このため、使用者はつま先を上げた状態で
歩くことが可能になるので、転倒を防止することができる。
【００６１】
　足首覆い部よりも上部に設けた履き口部の近傍には、使用者の指を掛ける指掛け部１０
，１１を有する。このため、使用者が足の指先部を先端だけ履き口部に差し入れた状態で
、指掛け部１０，１１に自らの指を掛けてくつ下１（１Ａ）を引き上げることで、高齢者
や身体の不自由な人のような使用者であっても、くつ下１（１Ａ）を容易に履くことがで
きる。すなわち、使用者が両手でくつ下１（１Ａ）の履き口部５を広げて両手の指で引き
上げてくつ下１を履くことができなくても、片手の指を指掛け部１０，１１に掛けてくつ
下１を足首側に引き上げるだけで、くつ下１（１Ａ）を容易に履くことができ、履いた後
は、日常活動においてピッタリとフィットしてズレが発生することがない。
　指掛け部１０は、履き口部５の上端開口付近であって、くつ下１（１Ａ）の前側に形成
されている。このため、使用者はくつ下１（１Ａ）の前側にある指掛け部１０に指を掛け
て引き上げるだけで、くつ下１（１Ａ）内に足を容易に通すことができる。
【００６２】
　指掛け部１０を第１の指掛け部とし、これとは別の指掛け部１１である第２の指掛け部
が、足甲覆い部４の上側の適所にある足首覆い部の上部から、履き口部５の部分に当たる
領域に形成されている。このため、使用者はした第１の指掛け部１０に指を入れて引き上
げながら、さらに他の指で、くつ下１（１Ａ）の足甲覆い部４の上側の位置にある足首覆
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い部の部分にある第２の掛け部１１に他の指を掛けて引き上げると、くつ下１（１Ａ）を
さらに効果的に簡単に引き上げることが出来、くつ下１（１Ａ）内に足を容易に通すこと
ができる。
　第２の指掛け部１１は、くつ下１（１Ａ）の後側に形成されているので、使用者はくつ
下の後側にある第２の指掛け部１１に指を掛けて引き上げるだけで、くつ下１（１Ａ）の
後ろ側を効果的に引き上げることが出来る。
【００６３】
　第１の指掛け部１０は、使用者の指の一部を挿入できる凹状の袋部もしくは引っかけ部
でなるので、使用者にとって、視覚的にも理解し易い指掛け部を形成することができる。
　履き口部５は他の部分の各覆い部よりも緩い力で使用者の足首よりも上の位置をソフト
に締めて覆う筒状の部分であるので、足首の周りでしっかり足首周りを引き締めつつ、そ
の上の部分は履き口部でソフトに覆い、使用者に着用中の不快な感触や負担をかけないで
、かつずり下がることがないくつ下を提供することができる。
【００６４】
　足甲覆い部４の編成の引張力は、足底覆い部３の編成の引張力に比べて大きくなるよう
に設定されている。このため、使用者が足をくつ下１（１Ａ）に収容した際に、足甲覆い
部４は足指覆い部２を強く上方向に引き上げることができるから、使用者の足の各指を上
方に向けるように作用する。このため、使用者が高齢者や身体の不自由ない人であっても
、椅子に座った状態から容易に立ちあがることができるようになり、使用者が立ち上がる
際に転倒することを有効に防止できる。
【００６５】
　ところで、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明は様々な修正と変更が可能であ
り、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変形が可能である。
　くつ下１の材質は綿製に限らず、例えば綿、ナイロン（登録商標）、ポリウレタンの混
紡等であっても良い。
【符号の説明】
【００６６】
　１・・・くつ下、２・・・足指覆い部、３・・・足底覆い部、４・・・足甲覆い部、５
・・・履き口部、６・・・履き口部開口部、７・・・後覆い部分、８・・・ゴム編み部分
、３３・・・足首覆い部、１００・・・かかと覆い部、１０１・・・第１かかと挿入部、
１０２・・・第２かかと挿入部、Ｄ・・・使用者の足、Ｆ・・・足首
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